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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型を用いて基板上にインプリント材のパターンを形成するインプリント装置であって、
　前記型を保持する型保持部と、
　前記基板を保持する基板保持部と、を有し、
　前記基板保持部の前記基板により被われる領域の周辺領域に、互いに異なる極性に帯電
した第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、
　前記第１領域および前記第２領域は、前記基板の表面に沿う方向に、前記基板により被
われる領域の外周を取り囲むように配置されていることを
特徴とするインプリント装置。
【請求項２】
　型を用いて基板上にインプリント材のパターンを形成するインプリント装置であって、
　前記型を保持する型保持部と、
　前記基板を保持する基板保持部と、を有し、
　前記型保持部の前記型により被われる領域の周辺領域に、互いに異なる極性に帯電した
第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、
　前記第１領域および前記第２領域は、前記型の表面に沿う方向に、前記型により被われ
る領域の外周を取り囲むように配置されていることを
特徴とするインプリント装置。
【請求項３】
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　前記第１領域に対応する位置に配置された第１電極と、
　前記第２領域に対応する位置に配置された第２電極と、
　電圧源をさらに有し、
　前記電圧源は、前記第１電極に電位を与えて前記第１領域を帯電させ、かつ、前記第２
電極に前記第１電極とは異なる極性の電位を与えて前記第２領域を帯電させることを特徴
とする請求項１または２に記載のインプリント装置。
【請求項４】
　前記基板保持部は前記基板を保持して移動可能であり、
前記第１電極および前記第２電極は、前記基板保持部の移動方向に沿う方向に延伸してい
ることを特徴とする請求項３に記載のインプリント装置。
【請求項５】
　前記移動方向は、前記基板上に前記インプリント材を供給する供給部と対向する位置か
ら前記型と対向する位置に向かう方向であることを特徴とする請求項４に記載のインプリ
ント装置。
【請求項６】
　前記基板保持部は、気体供給部から供給された気体を前記型と前記基板との間の空間に
導風する導風板を有し、
　前記第１領域と前記第２領域は、前記導風板の表面に位置することを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載のインプリント装置。
【請求項７】
　前記第１領域および前記第２領域は、前記型と前記基板とが対向する状態において前記
型保持部の前記型が保持されている側かつ前記基板保持部の前記基板が保持されている側
の空間に対向している領域であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載
のインプリント装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のインプリント装置を用いて前記基板上にインプ
リント材のパターンを形成する工程と、
前記工程でパターンの形成された前記基板を加工する工程と、を有することを特徴とする
物品の製造方法。
【請求項９】
　原版に形成されたパターンを基板に投影する光学系と、
　前記原版を保持する原版保持部と、
　前記基板を保持する基板保持部と、を有し、
　前記基板保持部の前記基板により被われる領域の周辺領域に、互いに異なる極性に帯電
した第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、
　前記第１領域および前記第２領域は、前記基板の表面に沿う方向に、前記基板により被
われる領域の外周を取り囲むように配置されていることを
特徴とする露光装置。
【請求項１０】
　原版に形成されたパターンを基板に投影する光学系と、
　前記原版を保持する原版保持部と、
　前記基板を保持する基板保持部と、を有し、
　前記原版保持部の前記原版により被われる領域の周辺領域に、互いに異なる極性に帯電
した第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、
　前記第１領域および前記第２領域は、前記原版の表面に沿う方向に、前記原版により被
われる領域の外周を取り囲むように配置されていることを
特徴とする露光装置。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載の露光装置を用いて前記基板上にパターンを形成する
工程と、前記工程でパターンの形成された前記基板を加工する工程と、を有することを特
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徴とする物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプリント装置、物品の製造方法、保持装置および露光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス等の製造のために微細なパターンを形成する装置として、インプリント
装置が知られている。インプリント装置は、基板上の被処理領域に供給されたインプリン
ト材と型と接触させた状態で、インプリント材に硬化用のエネルギーを与えることにより
、型の凹凸パターンが転写された硬化物のパターンを形成する装置である。
【０００３】
　型とインプリント材とを引き離した際に、型が帯電してしまうと浮遊している帯電した
異物が型に付着しやすくなる。異物が基板上に落下することもある。インプリント材と型
とを接触させた際に基板と型との間に異物を挟みこんでしまうと、形成される硬化物のパ
ターンに欠陥が生じる恐れがある。
【０００４】
　特許文献１は、パターンが形成されている側の面に帯電状態の凸部を設けた型を用いて
、周囲の異物を捕捉する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１７５３４０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願発明者は、異物を捕捉させる用の部材を正又は負のいずれかの極性に帯電させた際
に、当該部材の帯電部分が異物を捕捉するだけでなく、当該部材と対向する側に配置され
た物体に異物を付着させてしまう場合があることに気が付いた。
【０００７】
　そこで、本発明は、異物を捕捉可能な部材と対向する側に配置された部材への異物の付
着を低減することができるインプリント装置、ステージ装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、型を用いて基板上にインプリント材のパターンを形成するインプリント装置
であって、前記型を保持する型保持部と、前記基板を保持する基板保持部と、を有し、前
記基板保持部の前記基板により被われる領域の周辺領域に、互いに異なる極性に帯電した
第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、前記第１領域および前記第２領域は
、前記基板の表面に沿う方向に、前記基板により被われる領域の外周を取り囲むように配
置されていることを特徴とする。さらに、本発明は、型を用いて基板上にインプリント材
のパターンを形成するインプリント装置であって、前記型を保持する型保持部と、前記基
板を保持する基板保持部と、を有し、前記型保持部の前記型により被われる領域の周辺領
域に、互いに異なる極性に帯電した第１領域と第２領域とを発生させるように設けられ、
　前記第１領域および前記第２領域は、前記型の表面に沿う方向に、前記型により被われ
る領域の外周を取り囲むように配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、異物を捕捉可能な部材と対向する側に配置された部材への異物の付着
を低減することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係るインプリント装置の構成を示す図である。
【図２】電極群の構成を示す図である。
【図３】異物の捕捉効果について説明する図である。
【図４】実験系について説明する図である。
【図５】実験結果について説明する図である。
【図６】インプリント方法を示すフローチャートである。
【図７】電極群のその他の構成を示す図である。
【図８】電極の延伸方向と異物の挙動の関係を示す第１図である。
【図９】電極の延伸方向と異物の挙動の関係を示す第２図である。
【図１０】型の配置位置のまわりに設けた板部材の構成を示す図である。
【図１１】露光装置の構成を示す図である。
【図１２】ステージの主な移動方向について説明する第１図である。
【図１３】ステージの主な移動方向について説明する第２図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［第１実施形態］
　（インプリント装置の構成）
　図１は、第１実施形態に係るインプリント装置１の構成を示す図である。鉛直方向の軸
をＺ軸、当該Ｚ軸に垂直な平面内で互いに直交する２軸をＸ軸及びＹ軸としている。イン
プリント装置１は、基板１０１上のインプリント材１０２と型１００との接触および引き
離しによりパターンを形成する。型１００は、立体形状のパターンが形成されたパターン
面１００ａを有する。
【００１２】
　照射部１０３は紫外線を出射し、型１００とインプリント材１０２が接触している間に
インプリント材１０２に照射することでインプリント材１０２を硬化させる。ミラー１０
４は、照射部１０３から出射された紫外線を型１００の方向に反射させる。供給部１０５
は、未硬化状態のインプリント材１０２を基板１０１上に供給する。
【００１３】
　インプリント装置１は、型１００を保持する型保持部として、チャック１０６およびス
テージ１０７を有する。チャック１０６は、ステージ１０７上に配置されており、型１０
０のパターン面１００ａとは反対側の面を、真空吸着力、静電気力、あるいは機械的手段
により保持する。
【００１４】
　ステージ１０７は、チャック１０６と共に型１００を主にＺ軸方向に沿って移動させる
。これにより型１００とインプリント材１０２とを接触させる動作（以下、押型動作とい
う）、および型１００とインプリント材１０２とを引き離す動作（以下、離型動作という
）を行う。ステージ１０７は、基板１０１と型１００との位置合わせの際に型１００をＸ
―Ｙ平面内で移動させてもよい。ステージ１０７の駆動機構（不図示）として採用可能な
アクチュエータとして、例えばボイスコイルモータやエアシリンダ等がある。チャック１
０６とステージ１０７は一体の部材として構成されていてもよい。
【００１５】
　インプリント装置１は、基板１０１を保持する基板保持部としてチャック１０８、およ
びステージ１１０を有する。当該基板保持部は、基板１０１を移動させる移動体でもある
。
【００１６】
　チャック１０８は、基板１０１を、真空吸着力、静電気力、あるいは機械的手段により
基板１０１により保持する。
【００１７】



(5) JP 6732475 B2 2020.7.29

10

20

30

40

50

　ステージ１１０は、とチャック１０８と基板１０１とを載せて主にＸ－Ｙ平面内におい
て移動する。図１は、ステージ１１０が型１００と対向する位置（以下、インプリント位
置という）で停止している様子を示している。ステージ１１０は、押型動作あるいは離型
動作の際に、基板１０１をＺ軸方向に移動させてもよい。ステージ１０７の駆動機構（不
図示）に採用可能なアクチュエータとして、例えばボイスコイルモータやエアシリンダ等
がある。
【００１８】
　インプリント装置１は、基板１０１上の複数の被処理領域１２２（図２に図示）に対す
るインプリント材１０２の供給と供給されたインプリント材１０２に対するパターン形成
とを、１つの被処理領域ずつ繰り返す。そのため、本実施形態に係るステージ１１０の主
な移動方向は、供給部１０５と対向する位置から型１００と対向する位置に向かう方向（
Ｘ軸方向）である。
【００１９】
　ステージ１０７およびステージ１１０は、微動ステージ及び当該微動ステージよりもス
トローク量の大きな粗動ステージとで構成されていてもよい。これにより、精度の良く型
１００あるいは基板１０１を位置決めすることができる。
【００２０】
　観察部１１１は、ミラー１０４を透過する波長の光を基板１０１に向けて透過し、基板
１０１で反射された光を受光する。これにより、パターン面１０１ａの凹凸構造へのイン
プリント材１０２の充填の様子を観察する。型１００及び基板１０１には、パターン面１
０１ａの少なくとも四隅、および被処理領域の少なくとも四隅の位置を示すマーク（不図
示）が形成されている。計測部１１２は、型１００に形成されている前述のマークと基板
１０１に形成されている前述のマークとを検出し、パターン面１０１ａと基板１０１上の
被処理領域１２２の相対位置を計測する。
【００２１】
　気体吹き出し部１１３は、ステージ１０７およびチャック１０６の周囲に配置された環
状の開口を有し、当該開口から－Ｚ方向に向けて気体を供給する。これにより、インプリ
ント装置１内で発生した異物がインプリント空間に進入することを低減している。なお、
インプリント空間とは、気体吹き出し部１１３の内側の領域かつステージ１１０の移動す
る高さで規定される空間である。少なくとも、ステージ１１０がインプリント位置で停止
した場合における、型１００とステージ１１０との間の空間（型の下方の空間）を含む。
【００２２】
　定盤１１４は、気体吹き出し部１１３、供給部１０５、ステージ１０７を吊り下げ支持
している。排気部１１５は、排気口１１５ａと接続されており、気体吹き出し部１１３か
ら供給された気体を排気する。構造体１１６には、ステージ１０７と、干渉計１１８が載
置されている。干渉計１１８はレーザ光をステージ１１０の側面に配置されたミラー（不
図示）に向けて照射し、当該ミラーで反射されたレーザ光を用いてステージ１１０の位置
を計測する。
【００２３】
　板部材（部材）１１７は、ステージ１１０上かつ、チャック１０８の周辺部（型保持部
が基板を保持する部分）に配置されている。板部材１１７は、本実施形態のように基板１
０１の表面に沿う方向（基板１０１を保持する保持面（基板の表面に沿う方向）に、チャ
ック１０８の、基板１０１により被われる領域の外周を取り囲むような部材であることが
好ましい。しかし、板部材１１７がチャック１０８の外周の一部を囲んでいない構成であ
っても構わない。
【００２４】
　本実施形態にかかる板部材１１７は、チャック１０８のすぐ隣にＸ軸方向に並列して配
置された部材であるが、他の部材を介してチャック１０８の外周側に並列配置されていて
もよい。板部材１１７は、後述のポリイミドの膜１３と後述の電極群１０とを有する。
【００２５】
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　電圧源１１９は、電極群１０に対して電圧を印加する。これにより、電極群１０を構成
する電極ごとに、異なる極性の電位を与えることが可能である。電圧源１１９は、例えば
、絶対値で３００Ｖ～３ｋＶ程度の電圧のうち、所定の直流電圧を電極群１０に印加する
。
【００２６】
　気体供給部１２０は、周囲の気体とは異なる気体を供給する。少なくとも、ステージ１
１０が基板１０１をインプリント位置に移動させる間に気体を供給する。例えば、気体供
給部１２０が気体を供給する前の周囲の気体が空気である場合は、気体供給部１２０が供
給する気体は、ヘリウム、窒素、凝縮性気体の少なくとも１種を供給するとよい。
【００２７】
　板部材１１７は、ステージ１１０がインプリント位置へ向かう移動中に気体供給部１２
０から供給された気体を型１００と基板１０１との間の空間に導風する導風板としての機
能も有する。空気から気体供給部１２０が供給する気体に置換することによって、パター
ン面１００ａに形成された凹凸面へのインプリント材１０２の充填促進や硬化パターンの
欠陥を抑制する。
【００２８】
　制御部１２１は、照射部１０３、ステージ１１０、観察部１１１、計測部１１２、気体
吹き出し部１１３、干渉計１１８、電圧源１２９、排気部１１５と無線または優先で接続
されている。
【００２９】
　制御部１２１は、不図示の、ＣＰＵやメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ）等を含む。当該メモリ
には例えば、後述の図６のフローチャートに示すインプリント工程に関するプログラム等
が記憶されている。制御部１２１は、当該メモリ記憶されているプログラムに従って、制
御部１２１に接続されている各構成部材を統括的に制御する。
【００３０】
　制御部１２１は、制御部１２１が実行すべき機能を備えていれば、別個の制御基板の集
合体であってもよいし、１つの制御基板であってもよい。
【００３１】
　（電極群の構成）
　図２（ａ）（ｂ）は、電極群１０の構成を示す図である。図２（ａ）に示すように、板
部材１１７は、電極群１０を構成する電極として複数の電極を有する。複数の電極は、少
なくとも、板部材１１７の領域（第１領域）１０ａに対応する位置に配置された電極（第
１電極）１１と板部材１１７の領域（第２領域）１０ｂに対応する位置に配置された電極
（第２電極）１２とを有する。櫛歯状の電極１１および電極１２が、Ｙ方向に交互に並ぶ
ように配置されている。さらに、電極１１と電極１２の大部分（電極の半分以上の長さ）
は、ステージ１１０の主な移動方向（Ｘ軸方向）に沿って延伸している。
【００３２】
　なお、領域１０ａおよび領域１０ｂは、板部材１１７の表面のうち、パターンの形成を
行う空間１０９（図１に図示）に対向可能な面にある領域である。本実施形態では、パタ
ーン形成を行う空間１０９とは、型１００と基板１０１とが対向する状態において型保持
部の型１００側かつ基板保持部の基板１０１側の空間である。すなわち、ステージ１０７
の－Ｚ方向側かつステージ１１０の＋Ｚ方向側の空間である。
【００３３】
　図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ’断面図である。電圧源１１９は、電極１１および電
極１２に電圧を印加する。特に、電圧源１１９は、電極１１に電位を与えて領域１０ａを
帯電させ、かつ、電極１２に電極１１とは異なる極性の電位を与えて領域１０ｂを帯電さ
せる。例えば図２（ｂ）では、電極１１が接地電位（０Ｖ）に対して負の電位を有し、電
極１２が接地電位に対して正の電位を有する様子を示している。電極１１、電極１２は、
銅箔等の導体である。
【００３４】
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　さらに、電極１１および電極１２の表面は、ポリイミドの膜１３で覆われている。膜１
３により、表面酸化等による劣化を防ぎ、かつ高電圧印加時の放電を防ぐことができる。
誘電体であれば、膜１３はポリイミド以外の材料でもよい。膜１３のかわりに、電極１１
ごと、あるいは電極１２ごとに、誘電体で覆う構成にしてもよい。
【００３５】
　図３は、板部材１１７による異物の捕捉効果について説明する図である。電圧源１１９
が、電極１１を負に、電極１２を正に帯電させると、電気力線１４が電極１２から電極１
１に向かう向きに電界が形成される。正に帯電した領域と負に帯電した領域とが交互にな
るように電圧源１１９が電圧を与えることにより、板部材１１７からのびた電気力線１４
が板部材１１７に向かうように閉じる電界が形成される。
【００３６】
　電極１１、１２の近傍において正に帯電した異物２１１は電気力線１４に沿って電極１
１に向かうクーロン力を受ける。一方、負に帯電した異物２１２は電気力線１４に沿って
電極１２に向かうクーロン力を受ける。さらに帯電していない状態の異物２１３は、電気
力線が密になる方向に発生する静電気力の一種であるグラディエント力を受け、電極方向
に引き寄せられる。
【００３７】
　このように、互に異なる極性に帯電した領域１０ａと領域１０ｂとを発生させることに
より板部材１１７は異物の帯電状態に依存せず異物を捕捉することができる。よって、剥
離動作によって型１００が帯電したとしても、板部材１１７は、気体吹き出し部１１３に
よる気体の流れ（クエット流ともいう）に逆らってステージ１１０の移動に伴い移動して
くる異物を捕捉することができる。型１００への異物の付着を低減し、型１００と基板１
０１との間における異物の挟み込みを低減できる。
【００３８】
　それだけでなく、領域１０ａと領域１０ｂとを互いに異なる極性に帯電した状態にする
ことで、板部材１１７から板部材１１７と対向する位置に存在する対向部材１５に向かう
電界が形成され難くできる。ここで、対向部材１５とは、ステージ１１０が移動中に対向
することになる部材であり、例えば、供給部１０５、チャック１０６、ステージ１１０、
計測部１１２、定盤１１４等を含む。
【００３９】
　対向部材１５に向かう電界が形成されにくいことにより、板部材１１７上の異物が対向
部材１５への異物の付着を、領域１０ａと領域１０ｂとを同じ極性に帯電させた場合に比
べて低減することができる。よって、型１００への付着による型１００と基板１０１との
間における異物の挟み込み、計測部１１２への付着による計測誤差、又は一度対向部材１
５に付着した異物の再浮遊等を防止または低減する効果を有する。
【００４０】
　パターン形成動作時（押型動作および離型動作）以外の時間帯の型１００の待機位置の
高さと、インプリント位置での板部材１１７の高さとの差に基づいて、電極１１と電極１
２との距離Ｌが決定されていることが好ましい。
【００４１】
　例えば、電極１２に電圧を＋１ｋＶ印加し、電極１１には－１ｋＶ印加する場合、パタ
ーン形成動作時以外の型１００の待機位置の高さとインプリント位置での板部材１１７の
高さとの差よりも、電極１１と電極１２との距離Ｌが短いほうが好ましい。電極１１、１
２から＋Ｚ方向にＬ離れた位置では電位は０Ｖ程度になるため、板部材１１７から板部材
１１７と対向部材１５に向かう電界（＋Ｚ方向へ向かう電界）の発生を抑制することがで
きる。
【００４２】
　（実施例）
　電極群１０へ印加する電圧の違いによる対向部材１５への異物の付着の違いについて説
明する。図４は実験系の構成を示す図である。板部材１１７と対向部材１５ａを所定の間
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隔で離間配置させた状態で、供給部１６が板部材１１７と対向部材１５ａとの間に向けて
所定数の異物を含む気体を供給した。このとき、電極１１および電極１２に対して異なる
極性の電圧（＋１ｋＶと－１ｋＶ）を印加した。さらに比較例として、電極１１および電
極１２に対して同極性の電圧（＋１ｋＶ）を印加した。その後、検査装置で対向部材１５
ａに付着した異物を検出し、異物の個数を調べた。
【００４３】
　図５（ａ）（ｂ）は、実験結果を示す図である。図５（ａ）は電極１１および電極１２
に対して異なる極性の電圧を印加した時の結果である。図５（ｂ）は電極１１および電極
１２に対して同極性の電圧（＋１ｋＶ）を印加した時の結果を示している。対向部材１５
ａ内の黒い領域は、異物の付着箇所を示している。
【００４４】
　図５に示すように、電極１１および電極１２に対して異なる極性の電圧を印加した場合
の方が、同極性の電圧を印加した場合よりも対向部材１５ａへの異物の付着量を抑制でき
ることが確認できた。電極１１および電極１２に対して異なる極性の電圧を印加した場合
は、比較例の場合に比べて対向部材１５ａに付着した異物の個数は、１／５以下であった
。
【００４５】
　（インプリント方法）
　図６は、インプリント装置１によるインプリント方法を示すフローチャート２１０であ
る。まず、電圧源１１９が板部材１１７上の電極群１０に対して電圧を印加する（Ｓ２０
１）。これにより、電極１１と電極１２に異なる極性の電位を与えるように、電極１１と
電極１２を帯電させる。制御部１２１は、搬送機構（不図示）を制御して型１００および
基板１０１をインプリント装置１内に搬入する（Ｓ２０２）。ステージ１１０が最初の被
処理領域１２２を供給位置に移動させ、供給部１０５がインプリント材１０２を供給する
（Ｓ２０３）。
【００４６】
　つづいて、被処理領域に対してパターンを形成する（Ｓ２０４）。Ｓ２０４の工程は、
インプリント材１０２と型１００との接触動作、照射部１０３によるインプリント材１０
２の硬化動作、インプリント材１０２と型１００との引き離し動作を有する。
【００４７】
　制御部１２１が次にパターンを形成すべき被処理領域１２２があるかを判断し（Ｓ２０
５）、あると判断した場合はＳ２０３～Ｓ２０５の工程を繰り返す。次の被処理領域１２
２がない場合は、型１００および基板１０１をインプリント装置１から搬出する（Ｓ２０
６）。最後に、電圧源１１９は電極１１と電極１２に対する電圧の印加を停止し、帯電状
態を停止させる（Ｓ２０７）。
【００４８】
　インプリント装置１は、所定のロット毎、あるいは所定の基板枚数毎に、型１００に付
着した可能性のある異物のクリーニング動作を行ってもよい。板部材１１７と型１００が
対向する位置で板部材１１７と型１００との相対距離が縮まるように板部材１１７を＋Ｚ
方向に上昇させる工程を行っても良い。このとき、型１００の電位を計測し、計測結果よ
りも大きな絶対値の電圧が電極群１０に印加されていることが好ましい。
【００４９】
　クリーニング動作を行うことにより、一度パターン面１０１ａに付着してしまった異物
を板部材１１７側に引き寄せて、捕捉することができる。よって、パターン形成の際に、
型１００と基板１０１との間における異物の挟み込みを低減し、パターン欠陥の発生や型
１００の破損を低減することができる。
【００５０】
　［第２実施形態］
　図７（ａ）（ｂ）は、電極群１０の、第１実施形態で示した構成とは異なる構成を示す
図である。電極１１、１２の主な配列方向は、ステージ１１０の主な移動方向に沿う方向
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に延伸していてもよいし（図７（ａ））、ステージ１１０の主な移動方向に直交する方向
に沿う方向（主な移動方向に交差する方向）に延伸していてもよい（図７（ｂ））。
【００５１】
　いずれの場合も、板部材１１７は異物を捕捉しつつ、対向部材１５に対する異物の付着
を電極１１および電極１２に同極性の電圧を印加した場合に比べて低減することができる
。より好ましくは、電極１１、１２が、ステージ１１０の主な移動方向に沿う方向に延伸
している場合である。
【００５２】
　図８は、電極１１、１２の延伸方向とステージ１１０の移動方向にそって浮遊する異物
の挙動の関係を示す第１図である。特に、電極１１、１２が、ステージ１１０の主な移動
方向に沿う方向に延伸している場合の異物の挙動を示している。ステージ１１０の主な移
動方向と電極１１、１２の延伸方向が平行なため、異物２００は部材１５と板部材１１７
との間を一定の電界を受けながら進む。
【００５３】
　例えば、電極１２の場合は負に帯電した異物２１２はＸ軸方向には常に一方向の静電気
力をうけやすくなるため、放物線を描いたような軌跡を描きながら電極１２に近づき、電
極１２の付近の領域で捕捉される。同様にして、電極１１によって正に帯電した異物が捕
捉される。
【００５４】
　図９は、電極１１、１２の延伸方向とステージ１１０の移動方向にそって浮遊する異物
の挙動の関係を示す第２図である。電極１１、１２の主な延伸方向が、ステージ１１０の
主な移動方向に直交する方向に沿う方向に延伸している場合の異物の挙動を示している。
図９に示すように異物２００は部材１５と板部材１１７との間を交互に異なる方向の電界
を受けながら進む。そのため、ステージ１１０の移動方向に沿って進む異物２００は、電
極１１、１２が、ステージ１１０の主な移動方向に沿う方向に延伸している場合に比べて
板部材１１７に捕捉されにくくなる恐れがあるからである。
【００５５】
　［第３実施形態］
　異物捕捉用の板部材は、次の（１）（２）うち、少なくとも一方であればよい。（１）
型保持部の、型１００の表面に沿う方向に型１００により被われる領域の外周を取り囲む
ように配置された部材（２）基板保持部の、基板１０１の表面に沿う方向に基板１０１に
より被われる領域の外周を取り囲むように配置された部材。図１０は、型保持部上に配置
された板部材１３０の構成を示す図である。板部材１３０上には電極２１および電極２０
を交互に配置した電極群２０が配置されている。
【００５６】
　電極２１および電極２０を互いに異なる極性に帯電させることにより、電極２１の付近
の領域および電極２２の付近の領域が異なる極性に帯電した状態となる。これにより、板
部材１３０は、板部材１３０に捕捉しつつ、板部材１３０と対向する部材に対する異物の
付着を低減することができる。すなわち、基板１０１に対する異物の付着を抑制すること
ができる。
【００５７】
　なお、電極２０、２１は型１００の表面に沿う方向（型１００を保持する保持面に沿う
方向）に、型１００により被われる領域の外周を取り囲むような部材であることが好まし
いが、これ以外の構成であってもよい。
【００５８】
　［第４実施形態］
　ステージ１１０は他のリソグラフィ装置に搭載してもよい。リソグラフィ装置として、
例えば、ｉ線、ＫｒＦレーザ光、ＥＵＶ光等の光線を照射することにより、基板上にレジ
ストによる潜像パターンを形成する露光装置に搭載してもよい。図１１は、ステージ１１
０が搭載された、露光装置１５０の構成を示す図である。インプリント装置１と同じ構成
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部材には同じ符号を付している。
【００５９】
　レチクル（物体、原版）１６０には回路パターンが形成されおり、かつ異物付着防止用
に透明な保護膜（ペリクル膜）が配置されている。レチクル１６０を保持する保持部とし
て、チャック１６１およびレチクルステージ１６５を有する。チャック１６１はレチクル
を、静電気力、真空吸着力、または機械的保持手段により保持する。
【００６０】
　板部材１６３は、レチクル１６０を保持する部分の周辺部に配置された部材である。板
部材１６３には、電極群１６４が配置されている。レチクルステージ１６５は、レチクル
１６０およびチャック１６１と共にＸ軸方向にスキャン動作する。干渉計１１８はレチク
ルステージ１６５の位置を計測する干渉計である。構造体１６７はレチクルステージ１６
５を支持している。
【００６１】
　照明系１７０は、レチクル１６０のパターンを照明する。投影系（光学系）１７１は、
照明系１７０によって照明されたレチクル１６０のパターンを基板１０１上に縮小投影す
る。補正手段１７２は投影系１７１における投影像の倍率、ディストーション、などを補
正する手段である。構造体１７３は投影系１７１を支持している。スコープ１７４は基板
１０１の位置を計測する。計測系１７５は基板１０１の高さおよび傾斜を計測する。
【００６２】
　制御部１８０は、照明系１７０、干渉計１１８、電圧源１１９、１６８、補正手段１７
２、スコープ１７４、計測系１７５と接続されており、これらを制御する。露光装置１５
０は、ステージ１１０が基板１０１をＸ軸方向に走査させている最中にレチクル１６０も
基板１０１の駆動に同期させながらＸ軸方向に走査させる。
【００６３】
　電極群１６４は、複数の電極を有する。制御部１８０は電圧源１６８を制御して、電極
群１６４の第１の電極と第２の電極とが異なる極性に帯電するように電圧を印加する。す
なわち、レチクルの周囲に互いに異なる極性に帯電した２つの領域を形成する。板部材１
６３上にも互いに異なる極性に帯電した二つの領域を形成する。
【００６４】
　これにより、板部材１１７上を同じ極性のみに帯電させた場合に比べて対向部材への異
物の付着を低減することができる。板部材１１７に対する対向部材とは、例えば、構造体
１７３、投影系１７１、スコープ１７４等である。さらに板部材１６３上を同じ極性のみ
に帯電させた場合に比べて対向部材への異物の付着を低減することができる。板部材１６
３に対する対向部材とは、例えば、照明系１７０である。
【００６５】
　よって、例えば照明系１７０や投影系１７１の最終レンズへの異物付着に起因して生じ
うる、形成されるパターンの欠陥を抑制できる。また、異物を捕捉することができるため
、レチクル１６０や基板１０１等への異物の付着を抑制できる。
【００６６】
　［ステージの主な移動方向］
　ステージ１１０は、各動作の最中に様々な方向に移動する。ステージ１１０の移動方向
および距離を考慮して、ステージ１１０の主な移動方向を決定するとよい。ステージ１１
０の主な移動方向の一例について図１２～図１３を用いて説明する。図１２は、演算時の
定義を説明する図である。型１００の中心を原点Ｏとし、ステージ１１０のさまざまな移
動を２点間の移動に分割する。ある動作において、ステージ１１０が位置Ｐｂ（ｂ１、ｂ
２）から位置Ｐａ（ａ１、ａ１）に向かう時の移動距離をＤｉ、Ｘ軸に対してなす角をθ
ｉとする。
【００６７】
　ステージ１１０の動作ごとにＤｉおよびθｉを算出し、同一のθｉに対するそれぞれの
Ｄｉの合計ΣＤｉの関数を作成する。図１３は、θｉとΣＤｉとの関係を示す図である。
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ΣＤｉが最大となる、所定の角度θｎの方向がステージ１１０の主な移動方向である。電
極群１０の配置する際に、このようにして算出した方向に沿う方向に電極１１、１２が延
伸するように配置するとよい。インプリント装置１においては、この角度θｎが、前述し
た供給部１０５から型１００からインプリント位置に向かう方向（Ｘ軸方向）となる。
【００６８】
　露光装置１５０においても、インプリント装置１の場合と同様の算出方法でステージの
主な移動方向は決定される。露光装置１５０の場合、計測系１７５やスコープ１７４によ
る計測動作に伴う移動の、移動方向および移動距離も考慮する。露光装置１５０の場合、
レチクルステージ１６５の主な移動方向およびステージ１１０の主な移動方向はＸ軸方向
である。したがって、電極群１６４が有する電極の延伸方向とレチクルステージ１６５と
の方向は平行にすることがより好ましい。電極群１０が有する電極の延伸方向はステージ
１１０の主な移動方向に沿う方向であることが好ましい。
【００６９】
　この他にも、各装置での一連のステージ動作の中で、Ｘ軸方向の積算移動距離とＹ軸方
向の積算移動距離を比較して積算移動距離が大きい軸の方向を主要な動作方向としてもよ
い。また、ステージ速度も異物の挙動に影響するため、ステージ速度とステージ移動方向
を組み合わせた評価関数を用いてステージの主な移動方向を決定してもよい。
【００７０】
　［その他の実施形態］
　型保持部、基板保持部、レチクル１６０を保持する保持部などが、それぞれの保持対象
物（物体）の外周のみを保持する場合もありうる。このような場合、当該保持対象物によ
り被われる領域の周辺の領域とは、型保持部、基板保持部、レチクル１６０を保持する保
持部のそれぞれの、保持対象物の外側の領域を意味する。
【００７１】
　電極群１０の構成は、前述の実施形態に限られない。基板１０１の配置位置に対して同
心上に電極１１および電極１２が交互に配列されていてもよい。あるいは基板１０１を保
持する部分を取り囲むような、矩形の電極１１と矩形の電極１２とが交互に配列された構
成でもよい。電極群１０は、１本の電極１１、１２ごとに電圧の印加の有無を制御可能な
配線でもよい。所定本数毎の電極に電圧を印加しないことによって、帯電状態の電極１１
同士の間隔および帯電状態の電極１２同士の間隔を調整してもよい。印加する電圧の大き
さを、型１００の帯電度合に応じて変更してもよい。
【００７２】
　電極群１０および電圧源１９のかわりに、エレクトレット樹脂等の、常に帯電している
状態の材料を配置してもよい。このとき、それぞれが異なる極性に帯電している少なくと
も２つの帯電材料を配置することが好ましい。
【００７３】
　本明細書において、「異物」とは、パターン形成に関与することを目的としていない物
質である。例えば、供給部１０５により吐出されたインプリント材１０２がミストとして
漂い乾燥した固形物、インプリント装置１を構成する部材から生じる微粒子、外部空間か
ら進入してインプリント装置１内に存在する塵などである。
【００７４】
　インプリント装置１で使用するインプリント材１０２および露光装置１５０で使用する
レジストには、硬化用のエネルギーが与えられることにより硬化する硬化性組成物（未硬
化状態の樹脂と呼ぶこともある）が用いられる。硬化用のエネルギーとしては、電磁波、
熱等が用いられる。電磁波としては、例えば、その波長が１０ｎｍ以上１ｍｍ以下の範囲
から選択される、赤外線、可視光線、紫外線などの光である。
【００７５】
　硬化性組成物は、光の照射により、あるいは、加熱により硬化する組成物である。この
うち、光により硬化する光硬化性組成物は、重合性化合物と光重合開始剤とを少なくとも
含有し、必要に応じて非重合性化合物または溶剤を含有してもよい。非重合性化合物は、



(12) JP 6732475 B2 2020.7.29

10

20

30

40

増感剤、水素供与体、内添型離型剤、界面活性剤、酸化防止剤、ポリマー成分などの群か
ら選択される少なくとも一種である。
【００７６】
　インプリント材１０２は、スピンコーターやスリットコーターにより基板上に膜状に付
与される。或いは液体噴射ヘッドにより、液滴状、或いは複数の液滴が繋がってできた島
状又は膜状となって基板上に付与されてもよい。インプリント材１０２の粘度（２５℃に
おける粘度）は、例えば、１ｍＰａ・ｓ以上１００ｍＰａ・ｓ以下である。
【００７７】
　［物品の製造方法］
　前述の各実施形態に係るリソグラフィ装置で基板上に形成した硬化物のパターンは、各
種物品の少なくとも一部に恒久的に、或いは各種物品を製造する際に一時的に、用いられ
る。
【００７８】
　基板は、ガラス、セラミックス、金属、半導体、樹脂等が用いられ、必要に応じて、そ
の表面に基板とは別の材料からなる部材が形成されていてもよい。基板は、具体的には、
シリコンウエハ、化合物半導体ウエハ、石英ガラス等である。
【００７９】
　物品とは、電気回路素子、光学素子、ＭＥＭＳ、記録素子、センサ、或いは、型等であ
る。電気回路素子としては、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、フラッシュメモリ、ＭＲＡＭのような
、揮発性或いは不揮発性の半導体メモリや、ＬＳＩ、ＣＣＤ、イメージセンサ、ＦＰＧＡ
のような半導体素子等が挙げられる。型としては、インプリント用の型（パターンが複製
される側の型）等が挙げられる。
【００８０】
　硬化物のパターンは、上記物品の少なくとも一部の構成部材として、そのまま用いられ
るか、或いは、レジストマスクとして一時的に用いられる。基板の加工工程においてエッ
チング又はイオン注入等が行われた後、レジストマスクは除去される。加工工程はさらに
、他の周知の処理工程（現像、酸化、成膜、蒸着、平坦化、レジスト剥離、ダイシング、
ボンディング、パッケージング等）を含んでもよい。
【００８１】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である
。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　型
　１０１　基板
　１０６　チャック（型保持部）
　１０７　ステージ（型保持部）
　１０８　チャック（基板保持部）
　１１０　ステージ（基板保持部）
　１０４　インプリント材
　１０ａ　第１領域
　１０ｂ　第２領域
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